
拝啓　貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。

平素は弊社サ－ビスをご利用いたただき厚く御礼申し上げます。

　このたび2020年1月より、国際海事機関（IMO）におけるMARPOL条約に基づき、船舶の硫黄酸化物（Sox）排出量の

規制が強化されます。これに伴い、各船社におきましては低硫黄燃料へ切り替える等の対応を実施しており、費用の

増加分について新たな燃油サーチャージ導入による転嫁が進んでおります。

　上記の状況から、弊社の混載サービスにおきましてもあらたに「Low Sulphur Fule Surcharge　( LSS ) 」を導入させて

いただく運びとなりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

　今後もより一層のサービス向上に努めて参りますので、何卒ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

対象航路 ： 日本発　輸出ＬＣＬ貨物 

適用開始日　　 : 2020年1月1日出港本船より

名称　　　　　　　： Low Sulphur Fuel Surcharge ( LSS )  

料率              : アジア・東南アジア航路　 2020年１月　・・・　USD3.00/RT

　  　　　　　　　　　　　　 　　2020年2月　・・・　未定

支払地 ： 海上運賃の支払地

※料率は毎月変動制となります。

※中国・華北航路は、揚げ地ローカルチャージにて適用となります。

※ＦＣＬ及びLCLコーロードサービスは、起用船社の料率に準じます。

※中国・華南地区、西アジア、インド、中近東、欧米向け等の「経由サービス」は、

　 上記の料率が適用となります。

本件に関しましてご不明な点等ございました際は、弊社営業担当又は業務課までお問い合わせを頂けます様、

お願い申し上げます。

以上
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お客様各位

【輸出】 Low Sulphur Fuel Surcharge (LSS) 導入のご案内
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